
資料１－４ 

 

「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き」に基づく 

自治体の対応状況について 

 

１ はじめに  

●PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）（合算で 50ng/L）の超過が確認された地点につい

ては、超過した水が飲用に供されないよう、都道府県等において必要に応じ、当該

井戸の所有者等に対して指導・助言等を行うなど「PFOS 及び PFOA の対応の手引

き」（令和２年６月。以下「手引き」という。）に基づき対応されている。 

●第１回 PFAS に対する総合戦略検討専門家会議において、採水地点の特徴や飲用有

無の情報、手引きに基づく対応状況を把握することとの御意見があった。 

●今回、令和３年度に都道府県等が公共用水域及び地下水で実施した要監視項目の測

定結果における指針値（暫定）を超過した地点での飲用の有無、利用状況及び手引

きに基づく対応状況について、関係自治体（13 自治体）に聞き取りを行った。ま

た、沖縄県より資料提供をいただいた（参考資料２を参照）。 

 

２ 結果概要  

（① 公共用水域：超過地点 38 地点について） 

●飲用の有無：一部（６地点）で下流において取水の活用があった。 

●手引きに基づく調査：すべての超過地点でその地点における継続調査が実施、一部

の地点（４地点）では、その地点における継続調査に加えて周辺の測定

点における追加調査が実施されていた。 

 

（② 地下水：超過地点 43 地点について） 

●飲用の有無：測定された時点で飲用していると回答があった事例が１件あった。本

地点では、指針値（暫定）を超過したことが判明した後に指導を行って

おり、現在は飲用していない。 

●手引きに基づくばく露防止：指針値（暫定）の周知は 39 地点、指導・助言は 37 地

点で実施されていた。なお、全ての超過地点で指針値（暫定）の周知又

は指導・助言のいずれかのばく露防止に係る措置が実施されていた。 

●手引きに基づく調査：37 地点でその地点における継続調査が実施、８地点で周辺の

測定点における追加調査が実施、３地点で継続調査と追加調査の両方

が実施されていた。 

 

 

 

  



 

2 

表 「PFOS 及び PFOA の対応の手引き」に基づく対応状況 

※「①飲用の有無」欄は、公共用水域については取水（上水源としての利用）の有無を聞き取ったもの。なお、水

質測定地点で取水が行われているものではなく、調査地点と取水地点が相当程度離れている場合もある。また、

調査地点から取水地点の途中にも測点があり、途中の測点では指針値（暫定）以下の検出を確認している自治体

もある。 

 

  

  
公共用水域 

（全 38 地点） 

地下水 

（全 43 地点） 

①飲用(取水)の有無※ 有 6 1 

②－１手引きに基づく 指針値（暫定）の周知  39 

ばく露防止の実施状況 指導・助言  37 

②－２手引きに基づく 継続調査 38 37 

調査実施状況 追加調査 4 8 

③利用状況 工業地域 9 
 

※公共用水域については上流の状況を 農業地域 18  

確認したもの。複数回答可 生活地域 37  

 その他 4  

 水道水源 

 

1 

 一般飲用  0 

 生活用水  13 

 工業用水  1 

 その他  27 
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３ 自治体の対応事例  

●自治体から報告のあった手引きに関する対応事例の一部を参考として紹介する。 

 

（① 指針値（暫定）の周知、指導・助言に関する取組例） 

 自治体Ａの事例： 

飲用利用はないが調査結果を HP に掲載することで住民への周知している。ま

た、手引きに基づき、関係部局に情報提供している。 

 

 自治体Ｂの事例： 

井戸の所有者へ今後も飲用しないよう指導している。調査結果は自治体 HP に

公表し周知している。 

 

（② 継続調査、追加調査に関する取組例） 

 自治体Ｃの事例： 

PFOA を使用していた工場敷地内にある井戸において、PFOS 及び PFOA の調査を

行った結果、指針値（暫定）の超過が判明。これを含めた周囲の状況から当該工

場が排出源と考えている。 

 

 自治体Ｄの事例： 

令和３，４年度に全域の調査を行い、令和３年度に指針値（暫定）を超過した

河川１地点について、上流側の４地点で追加調査を実施したが、いずれも指針値

（暫定）未満で、排出源の特定には至らなかった。令和５年度以降は、ローリン

グ調査（３年に１回）を基本とするが、当該地点については令和４年度から年１

回調査に重点化して継続調査を行っている。 

 

 自治体Ｅの事例： 

令和元年度に行われた環境省の全国存在状況把握調査において指針値（暫定）

を上回る PFOS 及び PFOA が検出されたことを受け、令和３年度より水質測定計

画上に位置付けて年４回の測定を行うとともに、上流部及び流入河川における

PFOS 及び PFOA の現況を把握するための調査を行っている。 
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図 「PFOS 及び PFOA の対応の手引き」の概要 


